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令和５年度 第４回あ さ ぎ り 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録  

招 集 年 月 日 令和５年７月１０日（月） 

招 集 の 場 所 あ さ ぎ り 町 役 場 ２ 階 大 会 議 室 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 会 令和5年7月10日 午後1時30分 会 長 杉下 和治 

閉 会 令和5年7月10日 午後2時00分 会 長 杉下 和治 

応（不応）招委員及

び出席並びに 

欠席委員 

 

出 席 ２５名 

欠 席  ０名 

○（出席） 

×（欠席） 

△（遅刻） 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

１ 廣瀬 孝喜 ○ １４ 宮原 範行 ○ 

２ 村田 新一 ○ １５ 西野 雅倫 ○ 

３ 田崎 洋一郎 ○ １６ 中村 好文 ○ 

４ 藤本 勇二 ○ １７ 谷川 新二 ○ 

５ 樅木 徹郎 × １８ 的射場 洋一 ○ 

６ 吉田 利明 ○ １９ 宮原 久子 ○ 

７ 城本 康志 ○ ２０ 橋口 京美 ○ 

８ 土屋 正則 ○ ２１ 竹下 正男 〇 

９ 松本 廣幸 ○ ２２ 北川 浩臣 ○ 

１０ 橋口 𠀋一 ○ ２３ 井手 久美子 〇 

１１ 濱田 定武 ○ ２４ 深松 守 ○ 

１２ 中村 幸二 〇 ２５ 緒方 信三 ○ 

１３ 恒松 純生 ○ ２６ 杉下 和治 ○ 

議 事 録 署 名 委 員 ６番 吉田 利明     ７番 城本 康志 

出 席 し た 

農 業 委 員 会 職 員 
事務局長 橋本 英樹     主幹 椎葉 尚宏 

議 事 日 程 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名 

日程第２ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第３ 報告第２号 農地所有適格法人報告書の提出について 

日程第４ 報告第３号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否か 

の判断について 

日程第５ 報告第４号 許可不要転用届について 

日程第６ 議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第７ 議案第２号 農用地利用集積計画（第７回）の決定について 

日程第８ 議案第３号 農用地利用集積等促進計画（第２回）の決定につ 

いて 
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開会 午後１時３０分 

 

●農業委員会事務局長（橋本 英樹君）  それでは開会いたします。御起立願います。着席下さい。ただい

まから、令和５年度第４回総会を開会いたします。初めに杉下会長より御挨拶をお願いいたします。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  みなさん、こんにちは。毎日蒸し暑い日が続いていますが、梅雨末期

の大雨で、各地で被害が出ております。いつ大雨が降るか分かりませんので、気を付けて作業されてくだ

さい。今日はですね、５番の樅木委員が、欠席の届けが出ております。現在、出席委員は２５名で、定足

数に達しておりますので、総会は成立しております。これより議事に入ります。本日の議事日程は御手元

に配付のとおりです。 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第１、議事録署名委員の指名を行います。本会議の議事録署名委

員は、あさぎり町農業委員会会議規則第１７条の規定によって、６番、吉田利明委員。７番、城本康志委

員を指名いたします。以上で日程第１を終わります。 

 

日程第２ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第２、報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いての報告を行います。事務局の報告を求めます。 

●農業委員会参事（椎葉 尚宏君）  それでは報告いたします。資料は、２ページから３ページをご覧くだ

さい。今回は、１１件の合意解約となっております。解約理由について、申請番号８９番から９５番は所

有権移転のため、 申請番号９６番から９８番は経営規模縮小のため、申請番号９９番は契約内容変更の

ためとなっています。以上、報告します。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。ただいまの報告第１号について発言のある方は挙手をお願いし

ます。ありませんか。はい。特に発言はないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

 

日程第３ 報告第２号 農地所有適格法人報告書の提出について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第３、報告第２号、農地所有適格法人報告書の提出についての報

告を行います。事務局の報告を求めます。 

●農業委員会参事（椎葉 尚宏君）  はい、それでは報告いたします。資料は、４ぺージをご覧ください。 

今回は、３件の届出が提出されております。 関連資料につきましては、資料５ページから７ページの農

地所有適格法人経営概要表に記載してあります。資料５ページは 令和４年１２月１日現在、資料６ペー

ジは 令和５年６月１日現在、資料７ページは令和５年６月１日現在となっています。以上、報告します。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。ただいまの報告第２号について、発言のある方は挙手をお願い

します。ありませんか。はい。ないようですので、以上で、報告第２号を終わります。 

 

日程第４ 報告第３号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第４、報告第３号、農地法第二条第１項の、農地に該当するか否

かの判断についての報告を行います。事務局の報告を求めます。 

●農業委員会参事（椎葉 尚宏君）  はい、それでは報告いたします。資料は、８ページから１０ページ、

別添配布しております写真をご覧ください。 今回は、地区担当農業委員による現地調査により、４筆の
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農地を非農地と判断しております。非農地化対象農地は、上地区、畑 1 筆、１，１５３平米。深田地区、

田１筆３７６平米。深田地区、畑２筆４００平米です。以上、報告します。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。ただいまの報告第３号について、発言のある方は挙手をお願い

します。ありませんか。はい。ないようですので、以上で、報告第３号を終わります。 

 

日程第５ 報告第４号 許可不要転用届について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第５、報告第４号、許可不要転用届についての報告を行います。

事務局の報告を求めます。 

●農業委員会事務局長（橋本 英樹君） 許可不要転用届１件について報告します。資料は１１ページから

になります。申請番号２番について、申請人は町内の個人の方です。転用する土地は１筆で、地目は台

帳・現況ともに畑、面積は１５４平米です。農機具倉庫として許可不要転用届を提出されているものです。

現地は、深田東、庄屋地区、ＪＡくま深田給油所から西へ２１０ｍの場所になります。周囲への影響等は

ないと考えられることから許可不要と判断します。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。ただいまの報告第４号について発言のある方は挙手をお願いし

ます。ありませんか。はい。ないようですので、以上で報告第４号を終わります。 

 

日程第６ 議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第６、議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請について

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

●農業委員会事務局長（橋本 英樹君） 農地法第５条の許可申請について説明いたします。資料は１５ペ

ージからになります。今回は３件の審議をお願いします。申請番号１０番について、資料は１６ページか

ら２７ページになります。譲渡人と譲受人は、共に町内の個人の方です。転用する土地は１筆で、地目は

台帳・現況とも畑、転用面積は合計で２４２平米です。移転する内容は、永久年間の使用貸借で、転用の

目的は、個人住宅です。２０ページの地図をご覧下さい。申請地の位置については、後ほど現地調査担当

委員から説明があると思います。申請地は、１０ヘクタール以上の農地の集団にある第１種農地です。し

かし、申請地周辺の集落に居住する者の日常生活上必要な施設であることと、農業振興地域整備計画の農

用地区域の除外地であることから、個人住宅への転用は可能です。２２ページから事業計画書、資金計画

書、住宅ローン審査書等を掲載しています。周辺農地への影響もなく、許可相当と判断しました。 

次に、申請番号１１番について、資料は２８ページから４１ページになります。譲渡人と譲受人は、共

に町内の個人の方です。転用する土地は１筆で、地目は台帳・現況とも田、転用面積は合計で２，４２４

平米です。移転する内容は、贈与による所有権移転で、転用の目的は、繁殖牛舎です。３１ページの地図

をご覧下さい。申請地の位置については、後ほど現地調査担当委員から説明があると思います。申請地は、

農業振興地域整備計画の農用地区域内ですが、４０ページにあるとおり、農業用施設用地として用途区分

が変更されていることから、繁殖牛舎への転用は可能です。３３ページから事業計画書、資金計画書、今

回活用される補助事業の内容、貸付見込証明書、土地改良区意見書等を掲載しています。周辺農地への影

響もなく、許可相当と判断しました。 

次に、申請番号１２番について、資料は４２ページから５４ページになります。譲渡人と譲受人は、共

に町内の個人の方です。転用する土地は１筆で、地目は台帳・現況とも畑、転用面積は合計で２９０平米

です。移転する内容は、贈与による所有権移転で、転用の目的は、個人住宅です。４５ページの地図をご

覧下さい。申請地の位置については、後ほど現地調査担当委員から説明があると思います。申請地は、１ 
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０ヘクタール未満の生産性の低い第２種農地です。近隣の土地も検討されましたが代替地がないことと、

農業振興地域整備計画の農用地区域の除外地であることから、個人住宅への転用は可能です。４８ページ

から事業計画書、資金計画書、残高証明書、融資予定証明書を掲載しています。周辺農地への影響もなく、

許可相当と判断しました。以上で説明を終わります。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。事務局の説明が終わりました。午前中に農地調査班第３班の現         

地調査がありましたので、申請番号１０番の案件について、１８番委員の的射場委員より、申請番号１１

番の案件について、１２番委員の中村幸二委員より、申請番号１２番の案件について、４番委員の藤本委

員より、報告をお願いします。 

○１８番委員（的射場 洋一君）  １８番的射場です。農地法第５条の規定による許可申請について 申請  

番号１０番について現地調査の結果を報告いたします。本日午前９時より会長、調査班第 3班、事務局２

名で調査に行ってまいりました。資料は１５ページから２７ページになります。20 ページの地図をご覧

ください。場所は免田西下乙地区の公民館から東に約５０メートルの程のところにあります。百太郎溝の

南側の方になります。地目は畑、現況はちょっと先に手を入れられていて、雑種地のようになっておりま

したが、転用準備されているというところです。個人住宅ということで、親子間でのやり取りになるとい

うことで、何ら問題はないと思われます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。以上です。 

○１２番委員（中村 幸二君） １２番委員の中村幸二です。農地法第５条の規定による許可申請、申請番

号１１番の案件について、午前中６名の委員で現地調査を行いましたので、報告いたします。資料は２８

ページから４１ページになります。３１ページの地図をご覧ください。場所は清水地区で、国道２１９

219 号線、川辺セメントから南へ約１．５キロメートル程行ったところにあります。清水保育園から南へ

５０メートル、たばこの共同育苗ハウスの隣になります。譲渡人と譲受人はともに町内の方で、親子の関

係であり、贈与による所有権移転となります。申請地には繫殖牛舎を建設される予定です。近くに保育園

と育苗ハウスがありますので、雨水による流出が懸念されますが、現在の牛舎も住宅地の横にあり、適切

に管理・作業等されており、地域の方々からの信頼も厚く、建設される牛舎もしっかりと管理されるもの

と考えておりますので、皆様方のご審議方、よろしくお願いいたします。 

○１２番委員（中村 幸二君） ４番藤本です。農地法第５条の規定による許可申請について、１２番の案

件について今朝の現地調査の報告をいたします。資料は４２ページから５４ページです。譲受人・譲渡人

ともに町内の方で、個人の方です。いわゆる、祖父と孫の間柄になります。地目は畑で面積は２９０平米

になります。場所は４５ページの地図を見ていただきたいと思います。上の方に国道２１９号線が通って

おりますが、井口川の手前にハローがあります。ハローから上の方に真っすぐ登る線が岡原線になります。

岡原線と繋がっているところに行きます。その中間点が免田中学校の方から来ている町道になります。そ

この中間点のところから約 300ｍくらいバックしたところが申請地になります。申請地の前にちょうどコ

インランドリーがありますので、分かると思います。４４ページの地図を見てもらえれば分かるとおり、

周辺は住宅街で農地としては管理しにくいような状態にあります。本人も自宅付近で随分探したそうです

が、ないということで、こちらの方に住宅を移したいということで、今回の申請になったわけであります。

何ら問題ないということで、現地調査を行いましたので、皆さん方のご審議をよろしくお願いいたします。

以上です。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請についての説

明及び現地調査報告が終わりました。申請番号１０番の案件について質疑を行います。質疑ありませんか。

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。質疑なしと認めます。申請番号１０番の案件について採決しま

す。原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、全員賛成です。したがって、申請番号１０番の案件については、

原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。次に、申請番号１１番の案件について質疑

を行います。質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。質疑なしと認めます。申請番号１１番の案件について採決しま

す。原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、全員賛成です。したがって、申請番号１１番の案件については、

原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。次に、申請番号１２番の案件について質疑

を行います。質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。質疑なしと認めます。申請番号１２番の案件について採決しま

す。原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、全員賛成です。したがって、申請番号１２番の案件については、

原案のとおり許可相当として県知事に意見を送付いたします。 

 

日程第７ 議案第２号 農地利用集積計画（第７回）の決定について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第７、議案第２号、農用地利用集積計画（第７回）の決定につい

てを議題とします。事務局の説明を求めます。 

●農業委員会参事（椎葉 尚宏君）  はい。それでは利用権設定に係る分について説明いたします。資料は

５６ぺージからご覧ください。資料５６ぺージ上段の申請番号３０３番から資料５８ぺージ下段の３０８

番までは、期間満了に伴う賃借権の再設定です。資料５９ぺージ上段の申請番号３０９番から資料６３ぺ

ージ下段の３１２③番までは、期間満了に伴う使用貸借権の再設定です。資料６４ぺージ上段の申請番号

３１３番から資料６４ぺージ下段の３１４番までは、新規の賃借権の設定です。資料６５ぺージの申請番

号３１５番から資料６９ぺージの申請番号３１９番までは、新規の農地中間管理事業による賃借権の設定

です。 

続きまして、所有権移転に係る分について説明をいたします。資料は７０ぺージをご覧ください。今回

の申請は４件で、申請番号２５番から２６番は、農業公社が買い入れするものです。申請番号２７番から 

２８番は、公社が買い入れた土地を売り渡すものです。売買価格は、すべて１０アール当たりの価格にな

ります。申請番号２５番の買い入れ価格５０万円、申請番号２６番の買い入れ価格１段目から４段目は、

４０万円、５段目から８段目は、５５万円、９段目から１０段目は、４０万円、申請番号２７番の買い入

れ価格６６万６，２５０円、申請番号２８番の買い入れ価格５０万１，７４８円、以上の件については、

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の、各要件を満たしていると考えております。以上、説明を終わ

ります。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。議案第２号、農用地利用集積計画（第７回）についての説明が

終わりました。質疑ありませんか。ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、質疑なしと認めます。これから議案第２号、農用地利用集積計

画（第７回）について採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり決定いたしま

した。 

 

日程第８ 議案第３号 農用地利用集積等促進計画（第２回）の決定について 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  日程第８、議案第３号、農用地利用集積等促進計画（第２回）の決定

についてを議題に供します。事務局の説明を求めます。 

●農業委員会参事（椎葉 尚宏君）  はい。それでは利用権設定に係る分について説明いたします。資料７

４ぺージの申請番号２番は 借り手の更に伴う賃貸借権の再設定です。７５ページから７６ページにかけ

て、利用権及び集積に係る資料を載せております。以上、説明を終わります。 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい。議案第３号、農用地利用集積等促進計画（第２回）についての

説明が終わりました。質疑ありませんか。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、質疑なしと認めます。これから議案第３号、農用地利用集積等

促進計画（第２回）について採決いたします。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

（賛成者挙手） 

◎農業委員会会長（杉下 和治君）  はい、全員賛成です。したがって、本案は原案のとおり決定いたしま

した。これで本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。令和５年度あさぎり町農業委員会第４回

総会を閉会いたします。 

●農業委員会事務局長（橋本 英樹君）  御起立願います。礼。 

 

閉会 午後２時００分 

 

 

 

 
 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

令和５年７月１０日 

 

あさぎり町農業委員会      会 長 杉下 和治 

 

あさぎり町農業委員会 署名委員  ６番 吉田 利明 

 

あさぎり町農業委員会 署名委員  ７番 城本 康志 

 


